
防音事業関連（防音施設）維持費（第３条第２項関連）

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」等に基づき、補助金の交付を得て防

音工事を実施した小・中学校、幼稚園等については、防音のため窓を閉め切った状態にし

ておくため、強制換気や除湿・温度保持が必要となる。この換気等を行うためのいわゆる

防音関連機器（換気設備、除湿・温度保持設備）を稼動させるためには、相当の電気料金

等が必要となる。この防音関連機器を稼動させることに伴い、現在は、超過負担となる基

本料金に 、電力量料金等に を乗じて得た範囲内の額が補助金として交付されて

いる。

防音事業関連維持費の推移

年度 維持費（円） 年度 維持費（円）

昭和 平成

平成元

— 47 —




